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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　閉塞層、
　前記閉塞層にオーバーレイする吸収層、及び
　前記吸収層にオーバーレイする金属酸化物層を含む物品であって、
　前記金属酸化物層が、抗菌効果を有する金属酸化物を含み、
　前記金属酸化物層が、４０重量％未満の非酸化金属を含む、医療用被覆材。
【請求項２】
　前記金属酸化物層が、２０重量％未満の非酸化金属を含む、請求項１に記載の医療用被
覆材。
【請求項３】
　前記金属酸化物が酸化銀である、請求項１に記載の医療用被覆材。
【請求項４】
　前記酸化銀がＡｇ２Ｏである、請求項３に記載の医療用被覆材。
【請求項５】
　前記物品のＡｇ＋放出濃度が、０．１ｐｐｍを超える、請求項４に記載の医療用被覆材
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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　医療分野において、医療デバイスからの感染の危険性は特に高い。医療コミュニティに
おいて感染を防止／低減するために、抗菌物品又はコーティングが広く使用される。たと
えば、整形外科用ピン、プレート及びインプラント、創傷被覆材等を含む、医師により使
用される医療デバイスは、絶えず感染を防がなければならない。抗菌特性を有する金属イ
オン、たとえばＡｇ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｂｉ及びＺｎは、抗
菌化合物として使用された。これらの金属イオンのうち、銀は、その良好な生物活性ゆえ
に知られている。様々な銀塩、銀錯体及び銀コロイドが、感染を防止及び制御するために
使用されてきた。
【発明の概要】
【０００２】
　現在のところ、微生物感染を防止するために銀の可溶性塩が使用されてきたが、それら
は、遊離銀イオンの除去又は錯体生成を通じた喪失ゆえ、銀イオンを持続的には放出しな
い。この問題に対処するため、銀の可溶性塩は定期的に再適用されなければならない。再
適用が負担になることもあり、たとえば、埋込み医療デバイスを伴うときには、実用的で
ないことさえある。したがって、抗菌物質をより有効に放出する抗菌物品が所望される。
【０００３】
　本明細書に記載の様々な例示的実施形態では、本開示の物品は、微生物感染を防止する
ために使用できる。本開示の物品は、抗菌物質の放出を増強し、それにより抗菌活性を増
加させるのに有用でありうる。
【０００４】
　一態様では、本開示は、閉塞層、閉塞層にオーバーレイする吸収層、及び吸収層にオー
バーレイする金属酸化物層を含む物品であって、金属酸化物層が、金属酸化物を含み、金
属酸化物層が、４０重量％未満の非酸化金属を含む、物品を提供する。
【０００５】
　本開示のいくつかの他の態様は、物品を使用する方法を提供する。本方法は、本開示の
物品を提供すること、及び物品を対象に適用することを含むことができ、物品は、７日以
内に４ｌｏｇを超える細菌増殖の低減を示す。
【０００６】
　本開示の他の特徴及び態様は、詳細な説明を考慮することにより明らかとなる。
【０００７】
　定義
　いくつかの用語は、本明細書及び特許請求の範囲の全体を通じて使用され、それらの大
部分が周知である一方で、何らかの説明を要する場合がある。本明細書において使用する
用語は以下のとおり理解されるべきである。
【０００８】
　数値又は形状に関する「約」又は「およそ」という用語は、数値又は特性又は特徴の＋
／－５パーセントを意味するが、数値又は特性又は特徴の＋／－５パーセント以内の任意
の狭い範囲も、ちょうどの数値とともに明確に含む。たとえば、「約」１００℃の温度は
、９５℃～１０５℃の温度を指すが、温度の任意のより狭い範囲、又はその範囲内の単一
の温度、たとえば１００℃ちょうどの温度までも明確に含む。
【０００９】
　「ａ］、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」という用語は、特に内容上明示されない限り、複数の
指示対象を含む。したがって、たとえば、「化合物（a compound）」を含有する材料を指
示することには、２つ以上の化合物の混合物が含まれる。
【００１０】
　「又は」という用語は、特に内容上明示されない限り、「及び／又は」を含む意味で一
般に用いられる。
【００１１】
　「ナノ構造」又は「ナノ構造化」という用語は、少なくとも１つのナノスケールの特徴
又は構造、好ましくは複数のナノスケールの特徴又は構造を有する物品を指す。



(3) JP 6872494 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

【００１２】
　「濡れ時間」という用語は、着色水の液滴が物品の表面に添加された時点と、その水滴
が物品内に完全に吸収された時点との間の期間を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本開示の様々な実施形態に関する以下の詳細な説明を、添付の図面との関連で考慮する
ことにより、本開示をより完全に理解することができる。これらの添付の図面では、図面
はいくつかの例示的実施形態を示すに過ぎず、本開示のより広範な態様の限定を意図しな
いことを、当業者は理解すべきである。
【００１４】
【図１】本開示の抗菌物品の一実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の説明では、本明細書の説明の一部を形成し、複数の特定の実施形態を例示して示
す添付の図面のセットを参照する。本発明の範囲又は趣旨から逸脱することなしに、他の
実施形態を考慮して実施できることを理解すべきである。したがって、以下の詳細な説明
を、限定的な意味で理解すべきではない。
【００１６】
　特に指示のない限り、本明細書及び特許請求の範囲で使用する特徴、サイズ、量、及び
物理的特性を表すすべての数は、すべての例において、「約」という用語により修飾され
ていると理解すべきである。したがって、別段の指示のない限り、ここまでの明細書及び
添付の特許請求の範囲に記載の数値パラメータは、本明細書に開示の教示を利用する当業
者が得ようとする所望の特性に応じて変化しうる近似値である。少なくとも、請求項記載
の実施形態の範囲への均等論の適用を限定する試みとしてではなく、各数値パラメータは
、報告される有効桁数に照らし、通常の丸め法を適用することにより、少なくとも解釈さ
れるべきである。加えて、端点を有する数値範囲の使用は、その範囲内のすべての数（た
とえば１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５を含む）及びそ
の範囲内の任意のより狭い範囲又は単一の値を含む。
【００１７】
　ここで、本開示の様々な例示的実施形態を、特定の図面を参照しながら説明する。本開
示の例示的実施形態には、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなしに、様々な修正及
び変更を加えうる。したがって、本開示の実施形態を、以下に記載の例示的実施形態に限
定すべきでなく、請求項に記載の限定及びそれらの任意の均等物により制約すべきことを
理解すべきである。
【００１８】
　物品が本明細書に開示される。図１は、物品１の一実施形態の断面図である。全体に、
物品１は、閉塞層１０、閉塞層にオーバーレイする吸収層２０及び吸収層にオーバーレイ
する金属酸化物層３０を含む。図１に示す実施形態では、吸収層２０は閉塞層１０に隣接
し、金属酸化物層３０は吸収層２０に隣接する。或いは、金属酸化物層は閉塞層に隣接し
うるのであり、その代わりに吸収層は金属酸化物層に隣接しうる。図１に示すとおり、任
意選択のナノ構造化層４０は、金属酸化物層３０を備えうる。
【００１９】
　追加の接着層５０を、図１に示すとおり、ナノ構造化層４０に供給できる。この実施形
態では、接着層５０は、ナノ構造化層４０の表面全体を被覆する。しかしながら、接着層
５０は、ナノ構造化層４０の表面の一部のみを被覆していてもよいことが理解される。物
品は、接着剤の汚染を防止するために接着剤の全部又は一部を被覆する、任意選択の剥離
ライナー（図示せず）を含んでいてもよい。閉塞層１０の全部又は一部を被覆して、物品
が薄く可撓性が高い場合に構造支持体を提供する、任意選択のキャリア（図示せず）を含
んでいてもよい。キャリアは、物品が対象上に配置されれば、閉塞層１０から取り外し可
能であってもよい。
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【００２０】
　本開示の物品は、抗菌効果を提供するために使用できる。物品は、ヘルスケア提供者に
提供でき、抗菌物質を放出するよう対象に適用できる。
【００２１】
　閉塞層
　閉塞層は、液体及び少なくとも一部の気体の通過に対する不透過障壁を提供するのに有
用である。代表的な障壁には、不織布及び織布繊維ウェブ、編み布地、フィルム、発泡体
、ポリマーフィルム並びに他の一般的な裏材材料が挙げられる。いくつかの実施形態では
、下にある対象の視認を可能にする透明閉塞層が所望される。好適な閉塞層は、国際公開
第ＷＯ２０１４／１４９７１８号に記載のものを含んでいてもよく、その開示は、参照に
よりここに組み込まれる。
【００２２】
　一実施形態では、閉塞層は高い透湿性を有するが、液体水に対し概ね不透過性であって
、微生物及び他の汚染物質は、物品の下の領域から遮断される。好適な材料の一例は、高
透湿性フィルム、たとえば米国特許第３，６４５，８３５号及び同第４，５９５，００１
号に記載のものであり、その開示は、参照により本明細書に組み込まれる。一実施形態で
は、閉塞層は、エラストマーポリウレタン、ポリエステル、又はポリエーテルブロックア
ミドフィルムでありうる。これらのフィルムは、弾力性、弾性、高透湿性、及び透明性と
いう所望の特性を組み合わせる。閉塞層のこの特徴の説明は、登録米国特許第５，０８８
，４８３号及び同第５，１６０，３１５号に見出すことができ、その開示は、参照により
ここに組み込まれる。
【００２３】
　閉塞層に好適な可能性のある材料の市販例としては、ＴＥＧＡＤＥＲＭ（３Ｍ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ）、ＯＰＳＩＴＥ（Ｓｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐｈｅｗ）等の商品名で販売されてい
る薄いポリマーフィルムが挙げられる。流体は、物品により画成される密閉環境から有効
に除去できるので、相対的に高透湿性の閉塞層が必要ない可能性もある。結果として、い
くつかの他の有用な可能性のある閉塞層の材料としては、たとえば、メタロセンポリオレ
フィンが挙げられ、ＳＢＳ及びＳＩＳブロックコポリマー材料を使用できる。
【００２４】
　しかしながら、いずれにせよ、たとえば適合性を改善するために、閉塞層は相対的に薄
いことが望ましい可能性がある。たとえば、閉塞層は、２００マイクロメートル以下、又
は１００マイクロメートル以下、５０マイクロメートル以下、又は２５マイクロメートル
以下の厚さを有するポリマーフィルムから形成できる。
【００２５】
　吸収層
　吸収層に使用される吸収材は、織布又は不織布綿又はレーヨンを含むが、これらに限定
されない任意の好適な材料から製造できる。吸収性パッドは、吸収層として使用でき、経
皮薬物送達のための薬物、患者においてホルモン又は他の物質をモニタリングするための
化学指標を任意選択で含む、複数の物質を含有するのに有用でありうる。
【００２６】
　吸収層は、米国特許第５，６２２，７１１号及び同第５，６３３，０１０号に記載の親
水コロイド組成物等の親水コロイド組成物を含んでいてもよく、その開示は、参照により
ここに組み込まれる。親水コロイド吸収剤は、たとえば、天然親水コロイド、たとえばペ
クチン、ゼラチン、又はカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）（Ａｑｕａｌｏｎ　Ｃｏ
ｒｐ．（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌ．））、半合成親水コロイド、たとえば架橋カル
ボキシメチルセルロース（Ｘ４ｉｎｋ　ＣＭＣ）（たとえば、Ａｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ、ＦＭ
Ｃ　Ｃｏｒｐ．（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐａ．））、合成親水コロイド、たとえば
架橋ポリアクリル酸（ＰＡＡ）（たとえば、ＣＡＲＢＯＰＯＬ（商標）Ｎｏ．９７４Ｐ、
Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ（Ｂｒｅｃｋｓｖｉｌｌｅ，Ｏｈｉｏ））、又はそれらの組合
せを含んでいてもよい。吸収層は、ポリマーゲル及び発泡体を含む他の合成及び天然親水
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性材料から製造できる。
【００２７】
　金属酸化物層
　本開示の金属酸化物層は、金属酸化物を含む。金属酸化物は、抗菌効果を有することが
知られているものでありうる。ほとんどの医療用途のため、金属酸化物は生体適合性でも
ありうる。いくつかの実施形態では、金属酸化物層において使用される金属酸化物として
は、酸化銀、酸化銅、酸化金、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化クロム、
及びそれらの組合せが挙げられるが、これらに限定されない。これらの実施形態のうちの
いくつかでは、金属酸化物は、Ａｇ２Ｏを含むが、これに限定されない酸化銀でありうる
。いくつかの実施形態では、金属酸化物層は、４０重量％未満、２０重量％未満、１０重
量％未満、５重量％未満、１重量％未満の非酸化金属を含みうる。金属酸化物層が４０重
量％を超える非酸化金属を含むとき、物品は、導電性がより高くなり、つまりは物品の抵
抗率が減少し、抗菌物質の放出もまた減少する。
【００２８】
　金属酸化物層は、任意の好適な手段により、たとえば、物理蒸着法により形成できる。
物理蒸着法としては、真空又はアーク蒸発、スパッタリング、マグネトロンスパッタリン
グ及びイオンプレーティングが挙げられるが、これらに限定されない。好適な物理蒸着法
としては、米国特許第４，３６４，９９５号、同第５，６８１，５７５号及び同第５，７
５３，２５１号に記載のものが挙げられ、その開示は、参照によりここに組み込まれる。
【００２９】
　反応材料の制御された導入、たとえば、基板への金属の蒸着中に、蒸着機器の金属蒸気
流中に酸素を導入することにより、金属酸化物への金属の制御された変換を達成できる。
したがって、導入される反応蒸気又は気体の量を制御することにより、金属酸化物層にお
ける金属酸化物に対する金属の割合を制御できる。層の所定のレベルでの金属酸化物への
金属の１００％変換のため、少なくとも化学量論の酸素含有気体又は蒸気が、金属蒸気流
の一部に導入される。酸素含有気体の量が増加するとき、金属酸化物層は、より高い重量
パーセントの金属酸化物を含有すると考えられる。金属原子、イオン、分子又はクラスタ
ーの放出を持続的に達成する能力は、酸素含有気体の量を変化させることにより実現でき
る。導入される酸素含有気体のレベルが増加するとき、金属酸化物の量が増加するにつれ
て、今度は物品から放出される金属イオンが増加する。したがって、より高い重量パーセ
ントの金属酸化物は、たとえば、金属イオン等の抗菌物質の放出を増強することができ、
抗菌活性を増加させることができる。
【００３０】
　金属酸化物層は、薄いフィルムとして形成できる。フィルムは、好適な期間にわたって
金属イオンを持続的に放出するよう、必要とされる厚さを超えない厚さを有しうる。その
点に関して、厚さは、コーティング中の特定の金属（溶解性及び磨耗耐性を変化させる）
、及び、金属蒸気流に導入される酸素含有気体又は蒸気の量に応じて変化すると考えられ
る。厚さは、金属酸化物層が物品の寸法許容差又は柔軟性をその意図された有用性に関し
て妨げないよう、十分に薄いと考えられる。典型的には、金属酸化物層は、１マイクロメ
ートル未満の厚さを有する。しかしながら、一定期間にわたって必要とされる金属イオン
放出の程度に応じて、厚さを増加させて使用できることが理解される。
【００３１】
　任意選択の構成要素
　ナノ構造化層を、プラズマ処理法を含む任意の好適な手段により形成できる。好適な方
法としては、米国特許第５，８８８，５９４号及び国際公開第ＷＯ２０１５／０１３３８
７号に記載のものが挙げられ、その開示は、参照によりここに組み込まれる。
【００３２】
　物品における使用に好適な接着剤としては、皮膚に対して許容される接着性を提供し、
皮膚上での使用が許容される（たとえば、接着剤は、好ましくは、非刺激性及び非感作性
であるべきである）任意の接着剤が挙げられる。好適な接着剤は感圧性であり、いくつか
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の実施形態では、水分蒸発を可能にする相対的に高い水蒸気透過率を有する。好適な感圧
性接着剤としては、アクリレート、ウレタン、ヒドロゲル、親水コロイド、ブロックコポ
リマー、シリコーンベースのもの、ゴム系接着剤（天然ゴム、ポリイソプレン、ポリイソ
ブチレン、ブチルゴム等を含む）が、これらの接着剤の組合せとともに挙げられる。接着
剤成分は、粘着付与剤、可塑剤、レオロジー調整剤を、たとえば抗菌剤を含む活性成分と
ともに含有していてもよい。好適な接着剤としては、米国特許第３，３８９，８２７号、
同第４，１１２，２１３号、同第４，３１０，５０９号、同第４，３２３，５５７号、同
第４，５９５，００１号、同第４，７３７，４１０号、同第６，９９４，９０４号並びに
国際公開第ＷＯ２０１０／０５６５４１号、同第ＷＯ２０１０／０５６５４３号及び同第
ＷＯ２０１４／１４９７１８号に記載のものが挙げられ、その開示は、参照によりここに
組み込まれる。
【００３３】
　好適な剥離ライナーは、クラフト紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル又
はこれらの材料のうちの任意のものの複合体からできたものでありうる。一実施形態では
、接着剤被覆材を含有するパッケージが、剥離ライナーとして機能してもよい。一実施形
態では、ライナーは、剥離剤、たとえばフルオロケミカル又はシリコーンでコーティング
される。たとえば、米国特許第４，４７２，４８０号は、低表面エネルギーペルフルオロ
ケミカルライナーを記載しており、その開示は、参照によりここに組み込まれる。一実施
形態では、ライナーは、シリコーン剥離材でコーティングされた紙、ポリオレフィンフィ
ルム、又はポリエステルフィルムである。
【００３４】
　物品において使用されるキャリアは、任意の好適な材料、たとえば、織布若しくは編布
である布地、不織布材料、紙、又はフィルムから構築できる。一実施形態では、キャリア
は、閉塞層の周縁部に沿っていて、閉塞層から取り外し可能であり、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から入手可能な３Ｍ　Ｔｅｇａｄｅｒｍ（商標）Ｔｒａｎｓ
ｐａｒｅｎｔ　Ｆｉｌｍ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇに使用されているキャリアと類似する。
【００３５】
　特性
　物品の抗菌効果は、たとえば、物品がアルコール又は水性電解質、たとえば体液又は体
組織と接触させられ、そのことにより金属イオン、たとえばＡｇ＋、原子、分子又はクラ
スターを放出するときに達成できる。抗菌効果を生成するのに必要な金属の濃度は、金属
によって変化すると考えられる。一般に、抗菌効果は、体液、たとえば血漿、血清又は尿
において、１０ｐｐｍ未満の濃度で達成される。いくつかの実施形態では、物品からのＡ
ｇ＋放出濃度は、０．１ｐｐｍ、０．５ｐｐｍ、１ｐｐｍ、２ｐｐｍ、２．５ｐｐｍ、３
ｐｐｍ、４ｐｐｍ、５ｐｐｍ、６ｐｐｍ、７ｐｐｍ、８ｐｐｍ、９ｐｐｍ、１０ｐｐｍ又
はこれらの値のうちの任意の２つの間の、それら２つの値を含む範囲でありうる。上で議
論したとおり、金属酸化物層における金属酸化物の量が増加するとき、今度は物品から放
出される金属イオンが増加する。たとえば、６０重量％を超える金属酸化物は、物品から
の金属イオンの放出を増強する。したがって、本開示の物品は、非常に有効な抗菌効果を
提供できる。いくつかの実施形態では、物品は、７日以内に４ｌｏｇを超える細菌増殖の
低減を示しうる。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、本開示の物品は、５０％を超える、１００％を超える、１５
０％を超える、２００％を超える、３００％を超える、４００％を超える、５００％を超
える、又は６００％を超える吸収性を有しうる。物品の吸収性は、物品が医療用被覆材と
して使用されるときに創傷液（滲出液）を吸収する能力と概ね関連する。高吸収性を有す
る物品は、より多くの滲出液を吸収できる。これは、たとえば、創傷及び周囲の組織に対
する浸軟及び刺激のリスク並びに物品を交換する頻度を減少させるのに寄与しうる。いく
つかの実施形態では、本開示の物品は、３分未満、２分未満、又は１分未満の濡れ時間を
有しうる。物品の濡れ時間は、物品内への流体の吸収率と概ね関連する。より短い濡れ時
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間は、流体管理プロファイル全体を増強でき、たとえば物品の交換の間のタイマー間隔を
増加させうる。創傷の治癒の初期に、より短い濡れ時間を有する物品は流体を迅速に除去
でき、これは感染の潜在的リスクを最小限にする。
【００３７】
　本開示の様々な例示的実施形態を、以下の実施形態の列挙により更に示すが、これらの
実施形態を、本開示を不当に限定するものと解釈すべきではない。
【００３８】
　実施形態
　１．
　閉塞層、
　閉塞層にオーバーレイする吸収層、及び
　吸収層にオーバーレイする金属酸化物層を含む物品であって、
　金属酸化物層が、金属酸化物を含み、
　金属酸化物層が、４０重量％未満の非酸化金属を含む、物品。
　２．金属酸化物層が、２０重量％未満の非酸化金属を含む、実施形態１に記載の物品。
　３．金属酸化物層が、１０重量％未満の非酸化金属を含む、実施形態２に記載の物品。
　４．金属酸化物層が、５重量％未満の非酸化金属を含む、実施形態３に記載の物品。
　５．金属酸化物層が、１重量％未満の非酸化金属を含む、実施形態４に記載の物品。
　６．金属酸化物が、酸化銀、酸化銅、酸化金、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化チタ
ン、酸化クロム、及びそれらの組合せから選択される、実施形態１～５のいずれか一項に
記載の物品。
　７．金属酸化物が酸化銀である、実施形態６に記載の物品。
　８．酸化銀がＡｇ２Ｏである、実施形態７に記載の物品。
　９．物品のＡｇ＋放出濃度が、０．１ｐｐｍを超える、実施形態８に記載の物品。
　１０．物品のＡｇ＋放出濃度が、２．５ｐｐｍを超える、実施形態９に記載の物品。
　１１．物品のＡｇ＋放出濃度が、３ｐｐｍを超える、実施形態１０に記載の物品。
　１２．金属酸化物層が、物理蒸着により形成される、実施形態１～１１のいずれか一項
に記載の物品。
　１３．金属酸化物層に隣接するナノ構造化層を更に含む、実施形態１～１２のいずれか
一項に記載の物品。
　１４．ナノ構造化層にオーバーレイする接着層を更に含む、実施形態１～１３のいずれ
か一項に記載の物品。
　１５．接着層の少なくとも一部を被覆する剥離ライナーを更に含む、実施形態１～１４
のいずれか一項に記載の物品。
　１６．７日以内に４ｌｏｇを超える細菌増殖の低減を示す、実施形態１～１５のいずれ
か一項に記載の物品。
　１７．物品の濡れ時間が３分未満である、実施形態１～１６のいずれか一項に記載の物
品。
　１８．物品の濡れ時間が２分未満である、実施形態１～１７のいずれか一項に記載の物
品。
　１９．物品の吸収性が５０％を超える、実施形態１～１８のいずれか一項に記載の物品
。
　２０．
　実施形態１に記載の物品を提供すること、及び
　物品を対象に適用することを含み、
　物品が、７日以内に４ｌｏｇを超える細菌増殖の低減を示す、実施形態１に記載の物品
を使用する方法。
【実施例】
【００３９】
　これらの実施例は、例示を目的とするに過ぎず、添付の特許請求の範囲を過度に限定す
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ることを意図しない。本開示の広範な範囲を記載する数値範囲及びパラメータが近似値で
あるとはいえ、特定の実施例に記載の数値は、可能な限り正確に報告される。しかしなが
ら、いずれの数値も、それらの各試験測定値に見出される標準偏差から必然的に生じる、
一定の誤差を本質的に含む。少なくとも、特許請求の範囲への均等論の適用を制限しよう
とするものではないが、各数値パラメータは、報告される有効桁数に照らし、通常の丸め
法を適用することにより、少なくとも解釈されるべきである。
【００４０】
　特に指定しない限り、実施例及び本明細書の残りの部分におけるすべての部、パーセン
テージ、比等は、重量に基づき記載される。使用した溶媒及び他の試薬は、特に指定しな
い限り、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｌｗａ
ｕｋｅｅ，ＷＩ）から得られる。
【００４１】
　本明細書に記載の提供される物品は、スパッタリング堆積を介して調製した。銀のフィ
ルムを、１５２ｍｍ×１５２ｍｍの基板上に、マグネトロン物理蒸着によりコーティング
した。フィルムを、バッチコーター内で７６．２ｍｍの円形銀ターゲットからスパッタし
た。基板を、真空チャンバ内に据え付けられた基板ホルダ上に置き、スパッタリング金属
ターゲットは、基板ホルダから上に２２８．６ｍｍの高さに位置していた。チャンバを２
×１０－５トルのベース圧力まで排気したのち、アルゴン及び活性酸素のスパッタガスを
チャンバ内に入れ、チャンバの全圧を５ミリトル又は２０ミリトルのいずれかに調整した
。０．２５ワットの定電力レベルのＤＣ電源を使用して、スパッタリングを開始した。０
．０５ｍｇ／ｃｍ２という単位面積当たりの同じコーティング重量をもたらすよう、スパ
ッタリング持続時間を変化させた。
【００４２】
　光透過率の測定
　ＢＹＫ　Ｈａｚｅ－Ｇａｒｄ　Ｐｌｕｓ（ＢＹＫ　Ｇａｒｄｉｎｅｒ（Ｃｏｌｕｍｂｉ
ａ，ＭＤ）製）を用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３　＆　Ｄ１００４に従い、透過率の測定
を実施した。
【００４３】
　表面抵抗率の測定
　Ｆｌｕｋｅ　１７５　Ｔｒｕｅ　ＲＭＳ　Ｍｕｌｔｉｍｅｔｅｒ又は非接触式抵抗計、
Ｄｅｌｃｏｍモデル７１７Ｂコンダクタンスモニタを使用し、表面抵抗率を測定した。
【００４４】
　Ａｇ＋放出の測定
　電極（Ｏｒｉｏｎ　Ｓｕｒｅ－ｆｌｏｗ　ＩｏｎＰｌｕｓ　Ｓｉｌｖｅｒ／Ｓｕｌｆｉ
ｄｅ組合せイオン選択電極、モデル９６１６ＢＮ）スロープをチェックした。Ａｇ＋標準
溶液を調製した。電極は、０．３、１、１０、及び１００ｐｐｍ　Ａｇ＋標準溶液中への
浸漬により毎日校正した。物品の銀イオン放出を以下のとおり評価した。６０ｍＬの水、
１ｍＬのＩＳＡ、及び５０μＬの１０００ｐｐｍの銀標準溶液を、１００ｍＬの使い捨て
ビーカー内に添加し、撹拌子を加えた。Ａｇ　ＩＳＥ上の初期電位を記録した。３ｃｍ２

の物品をビーカーに加え、タイマーを開始した。溶液中の遊離銀イオン濃度を、１０秒間
隔で、Ｔｉａｍｏ　２．４ソフトウェア（Ｍｅｔｒｏｈｍ製（Ｈｅｒｉｓａｕ，Ｓｗｉｔ
ｚｅｒｌａｎｄ））により６０分間記録した。
【００４５】
　Ｌｏｇ減少試験
　修正ＪＩＳ　Ｚ　２８０１試験法（日本工業規格、日本規格協会（東京、日本））を、
物品の抗菌活性を評価するために使用した。細菌接種材料を、一部の栄養ブロス（Ｎｕｔ
ｒｉｅｎｔ　Ｂｒｏｔｈ（ＮＢ））及び４９９部のリン酸緩衝液の溶液中で調製した。細
菌懸濁液（１５０μｌ）の一部を、物品の表面上に置き、接種した物品を特定の接触時間
、２７＋／－１℃でインキュベートした。インキュベーション後、物品を２０ｍｌのＤ／
Ｅ中和ブロス中に置いた。中和ブロス中の生存細菌の数を、３Ｍ　Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ（
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３Ｍ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））を使用して決定した。
【００４６】
　阻止帯試験
　阻止帯試験（Ｋｉｒｂｙ－Ｂａｕｅｒディスク拡散感受性試験）を、物品の抗菌浸出化
合物に対する細菌の感受性又は抵抗性を決定するために使用した。微生物を、材料のディ
スク中に含浸された抗菌剤の存在下、ミューラー－ヒントン寒天培地上で増殖させた。デ
ィスクの周囲の区域の存在又は非存在が、その生物を阻止するその化合物の能力の間接的
な尺度である。
【００４７】
　吸収性試験
　銀コーティング吸収性物品を、重量測定し［Ｗ（０）］、次に、Ｔ時間水中に浸漬した
。物品を特定の時間（Ｔ）に水中から取り出し、再度重量測定した［Ｗ（Ｔ）］。吸収さ
れた水の重量［Ｗ（Ｔ）－Ｗ（０）］を、吸収性物品の初期重量［Ｗ（０）］で割って吸
収性を計算し、これを特定の時間での％吸収として報告した。
【００４８】
　基板濡れ時間（浸漬を完了するまでの時間）試験
　濡れ時間は、着色水の液滴を銀コーティング吸収性物品に添加し、その水滴が物品内に
完全に吸収された時間を記録することにより測定した。
【００４９】
　実施例１～３及び比較例１～３
　上述のスパッタリング法を、５ミリトルの圧力で、スパッタガス中の％Ｏ２を流量に基
づいて変化させて使用し、５ｍｉｌポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）上にＡｇを堆
積させた。実施例１～３及び比較例１～３の透過率、抵抗率及びＡｇ＋放出を、表１に報
告する。スパッタガス中の％Ｏ２が減少すると、物品は、より高い重量パーセントの非酸
化銀及びより低い重量パーセントの酸化銀を含有する。たとえば、スパッタガス中２２．
５％のＯ２は、４０重量％を超える非酸化銀及び６０重量％未満の酸化銀を提供する。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　実施例４
　３ＭウレタンＡｅｒｏ発泡体（３Ｍ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））を、上述のスパッタリ
ング堆積により、２９％　Ｏ２の気体混合物を２０ミリトルで使用し、銀でコーティング
した。阻止帯、Ｌｏｇ減少、２０分の浸漬後の吸収性及び濡れ特性を表２に示す。
【００５２】
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【表２】

【００５３】
　実施例５
　３ＭウレタンＡｅｒｏ発泡体（３Ｍ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））を、上述のスパッタリ
ング堆積により、２９％　Ｏ２の気体混合物を５ミリトルで使用し、Ａｇでコーティング
した。阻止帯、Ｌｏｇ減少、２０分の浸漬後の吸収性及び濡れ特性を表３に示す。
【００５４】

【表３】

【００５５】
　本明細書に引用したすべての参照文献及び刊行物は、それらの全体が参照によりここに
明示的に本開示に組み込まれる。本発明の例示的実施形態を論じ、本発明の範囲内の可能
な変形形態に言及した。たとえば、ある例示的実施形態との関連で示した特徴は、本発明
の他の実施形態との関連で使用できる。本発明におけるこれら及び他の変形形態及び修正
形態が、本発明の範囲から逸脱することなしに当業者には明らかだと考えられ、本発明が
本明細書に記載の例示的実施形態に限定されないことを理解すべきである。したがって、
本発明は、下に記載の特許請求の範囲及びそれらの均等物によってのみ、限定されるべき
である。
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